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北海道輸出促進セミナー2026 北海道の多彩な魅力を世界に発信
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ホタテの輸出先多様化

サプライチェーン構築

サプライチェーンリスク顕在化

グローバル・サプライチェーンの変容

自然災害（東日本大震災、タイ大洪水）

世界規模の感染症（新型コロナ）

米中対立 経済安全保障の確保

中国レアアース輸出規制 中国対日本水産物輸入規制

対ロシア経済制裁
中東紛争（紅海ルート（バブ・ア
ル・マンデブ海峡）、ペルシャ湾
ルート（ホルムズ海峡））

トランプ対世界追加関税
（相互関税、国別関税、
品目別関税）

サプライチェーンの見直し（再考）

サプライチェーンリスク分散化

地政学・地経学リスク

国際貿易におけるリスク

自由貿易体制の堅持

輸出先・輸入先の多様化

１．経済安全保障と輸出促進

※EPA利用(再考)支援
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１．経済安全保障と輸出促進

経済の相互依存
（inter-dependence）

経済相互繁栄 平和

経済的威圧
新冷戦
紛争、戦争WTO体制

（中国加入）

IT（情報通信）革命
グローバルサプライチェーン
（グローバルバリューチェン）

生産工程分離革命（工程毎の国際分業）

EPA締結・利用拡大→メガEPA

中国世界の工場
米国一強 → G２

冷戦後

経済制裁経済安全保障リスク上昇

サプライチェーン再考

チャイナ＋１
リショアリング

フレンドショアリング
IPEFサプライチェーン協定

サプライチェーン多極化

理想

国際協力体制強化 繁栄・協力は実現したが・・・
現実

この動向に合わせた
国際貿易ルールの
活用方法は？

チョークポイントへの対処
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経済安全保障のトリレンマ

リスク コスト

ベネフィット

安全保障上のリスク 代替手段への転換コスト

リスクもコストも受任しない
場合の社会的厚生の損失

「グローバル・バリューチェーンの地政学」（猪俣哲史）P127
※鈴木一人「エコノミック・ステイとクラフトと国際社会」（村山祐三編「米中の経済安全保障戦略 新興技術をめぐる新たな
競争」序章）をもとに猪俣氏作成

１．経済安全保障と輸出促進
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輸出先多様化のトリレンマ

リスク コスト

ベネフィット

輸出先国の
輸入制限・禁止リスク

輸出先の転換コスト

輸出市場の喪失

市場調査・開拓
マーケティング
輸入顧客との契約
資金調達
製造
輸送
規制・税金

輸出支援

１．経済安全保障と輸出促進

オール北海道での取組みを推進 6



EPA利用(再考)のすすめ

 ➢業務部一体で「EPA輸出相談ワンストップ窓口」として、積極的に相談者の調査支援 

 ➢輸出支援機関との連携による情報提供(セミナー講演、個別相談会等)

 ➢管内通関業者やEPA関税認定アドバイザーとの連携(アドバイザーへの後方支援等)

函館税関は、以下の支援を行います！
【調査項目】
ＨＳ、関税率、原産地規則(適合性確認)、原産地証明に必要な書類 等

貿易の円滑化：EPA利用による輸出を支援 函館税関

EPA特恵マージンは年々拡大

メガEPA(TPP11、日EU EPA等)発効か
ら年数が経過し、特恵マージンは年々拡
大しています。

乗用車

日EU・EPAの例
(EU側の関税率)
発効時：8.8%
現 在：無税
(7年経過)

サプライチェーンのリスク分散の必要性 円安傾向等によるビジネスチャンス

特定の輸出相手国に依存することの
リスクが顕在化してきており、分散
化が推奨されます。

近年、円安傾向が続くとともに、
購買力平価でみて日本産品は割安
です。

ＥＰＡ利用に関するご相談、お問い合わせ先
函館税関業務部 原産地調査官 EPA輸出相談ワンストップ窓口

 ：0138-40-4255 / メール：hkd-gyomu-gensan@customs.go.jp 7

１．経済安全保障と輸出促進
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品目別
15.5兆円

61類：メリヤス編み又は
クロセ編みの衣類

39類：プラスチック
及びその製品

２ 類：肉類
62類：メリヤス編み又は

クロセ編み以外の
衣類

29類：有機化学品
42類：革製品及び動物

用装着具並びに
旅行用具、ハンド
バッグその他これ
らに類する容器
並びに腸の製品

64類：履物及びゲートル
その他これに類す
る物品並びにこれ
らの部分品

16類：肉、魚の調製品
３ 類：魚類
44類：木材

※単位：兆円、()内は%

EPA別
15.5兆円

RCEP
5.6

(36.1)

日EU 3.0(19.3)CPTPP 1.5(10.0)

ASEAN
1.3

(8.6)

その他
4.0

(26.0)

中国
4.7(30.0)

その他 0.9(6.1)
イタリア

0.9(5.8)その他
2.1(13.5)

カナダ 0.4
(2.5)

その他
1.2

(7.5)

ベトナム
0.9(6.0)

その他 0.4(2.6)

タイ
1.0(6.2)

米国
0.8(5.4)

インドネシア 0.4(2.8)
フィリピン 0.4(2.3)

ベトナム 0.2(1.5)
インド 0.3(1.8)

マレーシア 0.2(1.5)
チリ 0.2(1.5)

オーストラリア 0.2
(1.2)

その他 
0.3(1.9)

概数：函館税関業務部原産地調査官部門調べ

○2025年のEPA特恵適用輸入額（約15.5兆円）
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EPA 特恵適用輸入額２．EPAの利用状況



44類
360.7
(19.5)

39類
185.8
(10.1)

3類
180.4
(9.8)10類

140.0
(7.6)

16類
107.0
(5.8)

29類
92.5
(5.0)

28類 89.7(4.9)

2類 81.4(4.4)

1類 70.0(3.8)

38類 67.7(3.7)

その他
469.9
(25.5)

特恵適用輸入額の推移
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1,845億円（億円）

品目別
1,845
億円

44類：木材
39類：プラスチック

及びその製品
３ 類：魚類
10類：穀物
16類：肉、魚の調製品
29類：有機化学品
28類：無機化学品など
２ 類：肉類
１ 類：生きた動物
38類：化学工業生産品

※単位：億円、()内は%

タイ
140.9
(7.6)

EPA別
1,845
億円

RCEP
407.7
(22.1)

EU
296.7
(16.1)

CPTPP 
266.5(14.4)

アセアン
75.9
(4.1)

その他
798.4
(43.3)

中国
346.1
(18.8)

その他 61.6(3.3)
フィンランド 68.0(3.7)

その他
228.7
(12.4)

カナダ
105.4
(5.7)

その他
161.1
(8.7)

アメリカ
131.3

（7.1）

オーストラリア
100.1
(5.4)

その他 26(1.4)

インドネシア 74.2(4.0)

チリ 66.4(3.6) その他
145.3
(7.9)

フィリピン
140.2
(7.6)

ベトナム 49.9(2.7)

概数：函館税関業務部原産地調査官部門調べ

○2025年のEPA特恵適用輸入額（約1,845億円）

9

（函館管内）EPA 特恵適用輸入額２．EPAの利用状況

輸入



【EPA利用率について】
EPA利用率（PURs）＝(実際にEPAの特恵関税を利用した輸入額
（A））／(特恵関税の適用対象になり得る品目の輸入額（B））

（注）上記計算式の（B）には、特恵関税が適用できない産品の
輸入額も含まれる。

2019年※ 2020年 2021年 2022年 2023年 2024年

日本→EU 39% 59% 63% 66% 67% 73%

EU→日本 54% 63% 71% 72% 72% 76%

日EU・EPAのEPA利用率（2019年～2024年）

※2019年は2～12月分（日EU EPA発効時期：2019年2月） 出典：外務省HP

【EPA利用率の算出に利用される統計】
• 日本からEUへの輸出：EUROSTATから算出
• 日本のEUからの輸入：財務省貿易統計から算出
（注）日EU・EPAに基づき関税上の特恵待遇を受けた

産品の輸入に関する統計を含む。

２．EPAの利用状況

輸入

輸出
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ジェトロ「2024年度 輸出に関するFTAアンケート調査報告書」（2025年4月）
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２．EPAの利用状況



（2025年4月末時点）※ RCEP のうち△の国は未発効

EPA/国 ｼﾝｶﾞ
ﾎﾟｰﾙ ﾒｷｼｺ ﾏﾚｰｼｱ ﾁﾘ ﾀｲ ｲﾝﾄﾞ

ﾈｼｱ ﾌﾞﾙﾈｲ ｶﾝﾎﾞｼﾞｱ ﾐｬﾝﾏｰ ﾗｵｽ ﾌｨﾘ
ﾋﾟﾝ ｽｲｽ ﾍﾞﾄﾅﾑ ｲﾝﾄﾞ ﾍﾟﾙｰ 豪州 ﾓﾝｺﾞﾙ ｶﾅﾀﾞ ＮＺ ＥＵ 米国 英国 韓国 中国

２国間 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

ASEAN ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

CPTPP ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

RCEP ○ ○ ○ ○ ○ ○ △ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

発効済
（20）

2002.11 シンガポール（2007.9改正） 2008.7 ブルネイ 2012.3 ペルー 2021.1 英国

2005.4 メキシコ（2012.4改正） 2008.12 ASEAN（2020.8改正） 2015.1 豪州 2022.1 RCEP

2006.7 マレーシア 2008.12 フィリピン 2016.6 モンゴル

2007.9 チリ 2009.9 スイス 2018.12 CPTPP

2007.11 タイ 2009.10 ベトナム 2019.2 EU

2008.7 インドネシア 2011.8 インド 2020.1 米国

日本で発効しているEPA

RCEP

CPTPP
EU
スイス

英国 モンゴル

ASEAN

インド

韓国

中国
カナダ

米国

ペルー

チリ

メキシコ

ラオス

タイ

ミャンマー

カンボジア

フィリピン

インドネシア

豪州 NZ

ベトナム

マレーシア

ブルネイ

シンガポール

日本

※ 赤字箇所は２国間EPA

EPA概要

○

発効10年以上経過
ステージングほぼ終了
FTA完成

2027年で発効10年
2028年で発効10年

メリット＝特恵マージン
年々拡大 「コストがメリットを上回

る」「メリットは関税を払う
輸入者にあり、輸出者には直
接ない」との声がある。
そのため、EPAを利用しない最
大の理由は「取引先から要請が
ない」こと。EPAを利用した
きっかけの最大の理由は「取引
先からの要請があったこと」

３．EPA利用再考のススメ
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【よくある利用者の声】



325

世界で発効しているRTA（地域貿易協定）の推移
1948-2025

発効RTAの累積件数

デメリット＝
特恵マージンを利用しない

「取引先の要請」を待
たずに、事業戦略とし
てEPA利用の検討を

３．EPA利用再考のススメ

FTA先進国の韓国
を追いかけて日本
もEPA締結数を増
加させてきた経緯

各国政府とも自国企業が
輸出で不利にならないよ
うEPA拡大を図っており、
EPA締結先の輸出市場に
おいて、特恵マージンを
利用しなければ、不利な
立場を解消できない
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協定数 多国間マルチ協定 二国間バイ協定
日本 20 CPTPP/RCEP/日ASEAN EU/英/豪/印/スイス/(米) ほか
韓国 22 RCEP/韓ASEAN/韓EFTA 中/米/EU/英/加/印/イスラエル ほか
中国 22 RCEP/中ASEAN 韓/香/マカオ/台/豪/NZ/スイス/パキスタン ほか
インド 8 SAFTA/印ASEAN  日/韓/ASEAN/豪/メルコスール

米国 14 USMCA/CAFTA-DR（米・中米・
ドミニカ共） 韓/豪/イスラエル/コロンビア/パナマ/(日)  ほか

カナダ 15 USMCA/CPTPP/加EFTA EU/英/韓/イスラエル/トルコ（中南米多数） ほか

EU 41 EEA 英/スイス/日/韓/加/墨/星/越/イスラエル/トルコ
（東欧、中南米、アフリカ多数）

英国 41 CPTPP EU/スイス等/ノルウェー等/イスラエル/トルコ
（東欧、中南米、アフリカ多数）

EFTA 28 韓/加/墨/比/尼/泰/印/イスラエル
/GCC  ほか

出典：世界のFTAデータベース（ジェトロHP）を利用して作成

主要国における発行済みEPA・FTA

３．EPA利用再考のススメ

各国市場において世界中の企業が自国の
EPA特恵税率（基本的に関税撤廃）を利用
して競争力を維持
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WTO貿易円滑化協定における規律（１）
情報の公表及び入手
可能性
（第１条）

公表
（第１条１）

インターネットを通じ
て入手可能な情報
（第１条２）

照会所
（第１条３）

通報
（第１条４）

意見の表明の機会、
効力発生前の情報及
び協議
（第２条）

意見の表明の機会及
び効力発生前の情報
（第２条１）

協議
（第２条２）

事前教示
（第３条）

異議の申立て又は審
査の請求のための手
続
（第４条）

公平性、無差別待遇
及び透明性を向上さ
せるためのその他の
措置
（第５条）

管理又は検査の強化
のための通達
（第５条１）

留置
（第５条２）

試験手続
（第５条３）

第１条～第５条（全12条）４．輸出における貿易円滑化

WTO発足後に成立した協定
2013年12月交渉妥結
2017年 2月発効

目的：貿易手続（特に税関手
続）の迅速化・簡素化・透明化

輸入国・輸出国の
関係当局（税関含
む）の実施を想定

輸入国税関当局
の実施を想定
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WTO貿易円滑化協定における規律（２）
輸入及び輸出につい
て又はそれらに関連
して課する手数料及
び課徴金並びに罰に
関する規律
（第６条）

輸入及び輸出につい
て又はそれらに関連
して課する手数料及
び課徴金
（第６条１）

罰に関する規律
（第６条２）

物品の引取り及び通
関
（第７条）

到着の前の手続の処
理
（第７条１）

電子的な納付
（第７条２）

関税、租税、手数料及
び課徴金の最終的な
決定からの引取りの
許可の分離
（第７条３）

危険度に応じた管理
手法
（第７条４）

通関後の監査
（第７条５）

引取りまでに要する
平均的な時間の確定
及び公表
（第７条６）

認定事業者のための
貿易の円滑化に関す
る措置
（第７条７）

急送貨物
（第７条８）

腐敗しやすい物品
（第７条９）

国境機関の協力
（第８条）

税関の管理下におけ
る輸入を予定してい
る物品の移動
（第９条）

第６条～第９条（全12条）４．輸出における貿易円滑化
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WTO貿易円滑化協定における規律（３）

輸入、輸出及び通過
に関する手続
（第10条）

手続及び所要の書類
（第10条１）

写しの受理
（第10条２）

国際的な基準の使用
（第10条３）

シングルウィンドウ
（第10条４）

船積み前検査
（第10条５）

通関業者の利用
（第10条６）

共通の国境手続及び
統一的な所要の書類
（第10条７）

輸入が許可されな
かった物品
（第10条８）

物品の一時輸入並び
に国内加工及び国外
加工
（第10条９）

通過の自由
（第11条）

税関協力
（第12条）

遵守及び協力を促進
する措置
（第12条１）

・情報の交換
・確認
・要請
・保護及び秘密の扱い
・情報の提供
・要請の延期又は拒否
・相互主義
・行政負担
・制限
・認められていない利用又は開示
・二国間の及び地域的な協定

（第12条２）
（第12条３）
（第12条４）
（第12条５）
（第12条６）
（第12条７）
（第12条８）
（第12条９）
（第12条10）
（第12条11）
（第12条12）

第10条～第12条（全12条）４．輸出における貿易円滑化
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事前教示（Advance Rulings）の規定内容の比較（１）
事前教示発出の
義務

対象分野 申請者要件 行政不服審査・
司法審査中等の
場合の発出拒否

発出までの期間 発出した事前教
示の有効期間

WTO TFA
第３条
※2013年12月

パラ１
書面申請が要件
書面で発出
「文書による事
前教示」

パラ９（a）
関税分類、原産地
（評価、減免税、関
税割当等は努力
義務）

パラ９（c）：正当
な事由を有する
者又は代理人
パラ９（d）：法的
代理人・登録

パラ２
（パラ１：書面通
報）

パラ１
合理的、定められ
た期間内に

パラ３
合理的期間内

CPTPP
第5.3条
※2015年10月

パラ１
書面申請が要件
書面で発出
「文書による事
前教示」

パラ１
関税分類、原産地、
評価

パラ１脚注１
正当な事由を有
する者

パラ５(第4文）
（第5文）書面通
報

パラ２
できる限り迅速に、
受理後150日以
内

パラ３
最低3年間
更新手続の迅速
化の努力義務

RCEP
第4.10条
※2020年11月

パラ１
書面申請が要件
書面で発出
「文書による事
前教示」

パラ１
関税分類、原産地、
評価

パラ１：正当な事
由を有する者又
は代理人
パラ２：法的代理
人・登録

パラ6(第１文)
（第２文）書面通
報

パラ４：
合理的、定められ
た期間内に、可能
な限り90日以内

パラ７
発出日に有効。
最低3年間

日EU EPA
第4.7条
※2017年7月

パラ１
書面申請が要件
「文書による事
前教示」

パラ２
関税分類、原産地
（評価等は締約国
合意の場合）

※は交渉妥結・大筋合意の時期

４．輸出における貿易円滑化

18日本：原則90日以内、３年間有効



事実に基づく教
示と根拠の提示

事前教示の修正
又は廃止

事前教示の拘束
力

事前教示制度に
おける公表事項

行政審査の請求
する権利

事前教示の事例
に関する公開
（努力義務）

WTO TFA
第３条
※2013年12月

パラ１ パラ４
書面通知の前置
遡及適用の制限

パラ５
締約国に対する
拘束力

パラ6
申請要件、発出
までの期間、発
出した事前教示
の有効期間

パラ7
パラ２脚注２：上
級官庁・独立機
関による行政審
査や司法審査
（上訴）の対象と
することが可能

パラ８

CPTPP
第5.3条
※2015年10月

パラ５(第３文） パラ４～６
修正等の条件
書面通知の前置
遡及適用の制限

パラ7 パラ８

RCEP
第4.10条
※2020年11月

パラ３ パラ８
修正等の条件
書面通知の前置
パラ９(第１文)
遡及適用の制限

パラ９(第２文)
締約国に対する
拘束力

パラ９(第３文)
申請要件、発出
までの期間、発
出した事前教示
の有効期間

パラ10

日EU EPA
第4.7条
※2017年7月

パラ３

事前教示（Advance Rulings）の規定内容の比較（２）

※は交渉妥結・大筋合意の時期

４．輸出における貿易円滑化

19日本：事前教示を３年間尊重 日本：原則事例概要公開



事前教示（Advance Rulings）の規定内容の比較（３）
○TFAとTPP（貿易円滑化章）の規律は、双子。
（注）TFA交渉推進国グループ「コロラド・グループ」参加国（※）の多くがTPP12交渉国。一番最後にTPP交

渉に参加したのが日本だった。米国の交渉団は、WTO貿易円滑化交渉とTPP交渉を掛け持ち。
（※）日・米・EU・ノルウェイ・スイス・カナダ・チリ・コスタリカ・パラグアイ・コロンビア・

豪・NZ・韓・香・シンガポール（赤字下線付はTPP12交渉国メンバー）

○RCEP（貿易円滑化章）の規律の大半は、TFAをそのまま踏襲。

【TFA事前教示】
○ 提案国は、豪州。TFAとTPPの両テキスト案は元々同じ。EUの国内制度では関税評価は対象外。
○ 交渉の最終段階で日本が積極的関与（拘束力や行政審査・司法審査の規定など）。
 協定で規律されているのは、「文書（申請による）」事前教示。

 発出した税関当局に対する拘束力があり、予見可能性を高める。
 「口頭（申請による）」事前教示は、「照会」への応答の扱いとなり、同様の拘束力はない。

 文書事前教示の適用範囲：申請者のみ適用の国と、申請者以外の第三者にも適用の国がある。
 前者の場合、教示自体は行政行為ではなく、上訴の対象とならない（当該教示に基づく申告が当

局に認められなかった場合には、その不作為は行政行為であるとして、上訴の対象となる）。
 後者の場合、事前決定（裁定）となるため、上訴の対象となる。

４．輸出における貿易円滑化
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事前教示（Advance Rulings）の規定内容の比較（４）
４．輸出における貿易円滑化

○ 各国の事前教示制度の対象分野：関税分類、原産地。一部の国は、評価、減免税、割当も対象。
いずれも関税額を決定するのに必要な要素。

○ 事前教示の申請ニーズが高いのは「関税分類（HS)」
（理由）共通のHS分類コード採用にもかかわらず、輸出国と輸入国の判断が異なる可能性。

全ての輸入申告に関わる。税率差が大きい。規制が変わる。市場アクセスに影響。
なお、原産地基準については、HS分類コードによるものが多い。

○ 事前教示の事例に関する公開（努力義務）：予見可能性向上に有効。各国の運用水準は様々。

公開方法
米国（CROSS）、カナダ 判例型データベース（裁定の全文公開）
日本、EU（BTI、BOI）、韓国、豪州、 事例型データベース
シンガポール、香港、NZ、台湾 事例公開あり。完全DBではない。
タイ、フィリピン 部分公開
メキシコ、中国、インドネシア、ベトナム 限定公開

（PDF・公告形式、公告・通達形式、法令・通達形式）
マレーシア 限定公開
（筆者調べ）

［参考］
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 税関HPの「輸出統計品目表」（日本における輸出申告で使用）で確認。
１

 https://www.customs.go.jp/yusyutu/index.htm

 HS番号に関する質問等： 各税関関税鑑査官部門で受付。
 https://www.customs.go.jp/question2.htm#b

HS番号の特定方法

「関税率表の解釈に関する通則」や
「部注・類注・号注」のほか、
「関税率表解説」「分類例規」に留意。

世界共通

事前教示制度の活用を推奨

輸入税関当局が有権解釈

22

５．関税分類（HS)の争点
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https://www.customs.go.jp/question2.htm#b
https://www.customs.go.jp/question2.htm#b


輸出と輸入の共通性、ＨＳコード解釈、原産地事後確認（検証）進展

〇世界共通、輸出入共通で、関税分類には、WCO（世界税関機構）のＨＳ条約品目表（HS品目表）を採用

■各EPAにおける各締約国の「譲許表」には、ＨＳ条約品目表の番号（ＨＳコード）を採用。
 ＨＳコードは、２桁、４桁、６桁までが共通。※ＨＳコード（２桁）は第１類～第９７類。
 譲許表にはないが、ＨＳ品目表における「関税率表の解釈に関する通則」や「部注・類注・号注」を適用。

■各EPAの原産地規則は、締約国間において共通のものを採用。（日米貿易協定は例外）

■各EPAの原産地規則における品目別規則のうち、関税分類変更基準（ＨＳコードの２桁、４桁、６桁を利用した
基準）が圧倒的に多数採用
 輸出貨物の製造に使用された非原産材料のＨＳコードを確認する必要がある。
（※関税分類変更基準で採用されている桁数にあわせて非原産材料のＨＳコードを確認する。
 非原産材料のＨＳコードは「ＣＣ」であれば２桁「ＣＴＨ」であれば６桁での確認で十分）

■各EPAの譲許表や品目別規則で採用されるＨＳコードのバージョンは様々。
（※HSバージョンの変遷：1992, 1996, 2002, 2007, 2012, 2017, 2022）
 輸出先国における輸入申告と原産地証明で利用するＨＳコードのバージョンが異なることがある。

■各EPAの原産地規則における品目別規則は、ＨＳコードに沿って規定。

EPA輸出相談では、税関当局としての知見・経験を活かしたアドバイス可能 輸出貨物の EPA利用ス
テップの効率的・効果的な
調査への支援

（参考）ＨＳ条約：正式名称「商品の名称及び分類についての統一システムに関する国際条約」

                            International Convention on the Harmonized Commodity Description and Coding System
23
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生きている動物
（第１類） → 肉類

（第２類）
→
調製

肉類・魚介類の調製品
（第16類）

魚介類
（第３類）

→
調製

活魚
（0301） → 生鮮・冷蔵・冷凍の魚

(0302～0303） → 魚のフィレ
（0304）

生きている動物
（第１類） → 牛乳・乳製品

（第４類）
→
調製

穀粉・ミルクの調製品
（第19類）

※ミルク（0401～0404）

生乳
（0401） →

脱脂粉乳、バターミルク、ヨーグルト、
ホエイ（0402～0404）

バター、チーズ（0405～0406）

穀物
（第10類） → 穀粉・でん粉

（第11類）
→
調製

↑
野菜（第７類） →

調製
野菜・果物の調製品

（第20類）果物（第８類）
コーヒー、茶（第９類）

→
調製

その他の調製食料品
（第21類）[バスケット]

食料品：加工工程から見たＨＳの類（２桁）

24

※農水産品：第１類～第24類



原材料 自動車部品 完成車

プラスチック製品（39類） ガソリンエンジン（8407）
ゴム製品（40類） ↓
ガラス製品（70類） → エンジン付シャーシ（8706） → ガソリン乗用車（8703）
鉄鋼・同製品（72・73類） 車体（8707）
銅・同製品（74類） 部分品及び附属品（8708)
ニッケル・同製品（75類）
アルミニウム・同製品（76類） ワイヤーハーネス（8544)

（上記は一部） 速度計（9029）

自動車用シート（9401）

自動車：加工工程から見たＨＳの類（２桁）・項（４桁）

25
※鉱工業品：第25類～第97類



５．関税分類（HS)の争点

輸入国と輸出国においてHSが異なる原因

・HSの品目数が約5,000以上と細分化。 
・関税率表の解釈に関する通則に基づく判断・・・法解釈の余地大きい（HS委員会での決定はごく一部）  
・技術的・機能的分析が必要・・・複合製品や新機能製品の登場

通則３⒝ 
混合物、異なる材料から成る物品、異なる構成要素で作られた物品及び小売用のセ ットにした物品であつて、⒜の規
定により所属を決定することができないものは、この⒝の規定を適用することができる限り、当該物品に重要な特性
を与えている材料又は構成要素から成るものとしてその所属を決定する。

○ 実際に争いが多いのは、IT機器と食品

 「重要な特性」の判断により、HSが異なる可能性がある。

第16部注３
二以上の機械を結合して一の複合機械を構成するもの及び二以上の補完的又は選択的な機能を有する機械は、文脈に
より別に解釈される場合を除くほか、主たる機能に基づいてその所属を決定する。

 多機能機械や複合機械の場合には、上記注を優先適用（第16部の第84類・第85類のほか、第90類に適用）。
 「主たる機能」の判断により、HSが異なる可能性がある。

 「主たる機能」により決められない場合、通則3⒝へ。 ※主たる機能≒重要な特性

国際分類例規
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５．関税分類（HS)の争点

輸入国と輸出国においてHSが異なる事例（１）

• IT機器：多機能商品の「主機能」認定のズレ

［ケースA］
複合機（プリンター／
スキャナ／FAX）

［候補］印刷機械（8443）
  ADP機器（コンピュータ関連）（8471）
コピー機系（9009）
通信機能系（FAX）(8517)
>実際には、8443 vs 8471

［争点］主たる機能
（参考１）WCO HS委員会：部注・通則の適用で結論出ず。
 HS2017改正により複合機の分類を創設（新8443）。
（参考２）WTO IT製品関税撤廃合意（ITA）違反としてWTO提訴。
 8471や8517の機器と協働する複合機への課税を譲許違反、複合機の
コピー技術は光学式コピーではなく9009へは分類されないと認定。

［ケースB］
セットトップボックス／
ストリーミング機器

［候補］通信機器（8517）
映像機器（8528/8521など）

［争点］主たる機能
［ケースC］
ウェアラブル
（スマートウォッチ）

［候補］時計（9102）
  通信機器（8517）

［争点］重要な特性（91類には「主たる機能」適用されず）

EU vs 日本

EU vs 日米台
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輸入国と輸出国においてHSが異なる事例（２）

・ 食品：成分や加工の境界線

［ケースA］
チョコレート製品

［候補］ココア調製品（1806） 
砂糖菓子（1704）

［争点］ココア含有量。主成分は砂糖か、ココアか。
製品の性質（味・外観）。

［ケースB］
健康食品・サプリ

［候補］調製食料品（2106など） 
医薬品（3004）

［争点］治療・予防を標榜しているか。
成分濃度・用法用量の表示

［ケースC］
冷凍・調理済食品

［候補］肉・魚（第2・3類） 
調製品（第16・21類）

［争点］どの程度加工されているか（加熱・味付け・成形）
下味だけか、完全調理済みか

［ケースD］
飲料（ジュース、 清涼飲料）

［候補］果汁（2009）
その他飲料（2202）

［争点］果汁含有率。砂糖・添加物の有無。濃縮か、復元か。

（特徴）閾値（％）で区分 （わずかな差で分類変更 ）
加工度の連続性（線引きが恣意的に見えやすい）
表示・用途が判断に影響

28
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５．関税分類（HS)の争点

○ ＥＰＡの利用に当たっては、関税分類（ＨＳ）の調査と特定が重要。

○ 原産地基準の大半は、ＨＳに基づいている。

○ 輸出と輸入のＨＳは同一。輸出の際のＨＳを確認することが大事。

○ 大半はこれで輸入のHSも十分。しかし、ＩＴ製品や食品など、品目によっては、法解釈により、
 輸出と輸入でHS判断が異なることがあることに留意。

○ HS判断は輸入税関の有権解釈による。輸出税関のＨＳ判断は参考に過ぎない。

○ 輸入税関のHS判断について、国際分類例規、輸出先国の事前教示の事例公開
を予め調査することにより、短期間に一定程度予見可能性を高めることができる。

○ 輸入税関に対し、HSの事前教示を申請してその発出を受けておくことにより、
予見可能性と法的安定性を確保できる。

［小括］ 関税分類（HS)について

29



１）輸出先多様化のトリレンマは、オール北海道による輸出コスト削減支援により克服可能。
函館税関は「EPA輸出相談ワンストップ窓口」を通じて、北海道におけるEPA利用再考を支援。

２）EPA利用のメリットは拡大中。
世界中に多くのEPAが誕生。EPA利用は国際貿易の常識。
EPAを利用しないことによる競争力低下のデメリットはマイナスからのスタート。
輸出におけるEPA利用再考をお勧めしたい。

３）貿易円滑化のグローバル・ルール（貿易手続の迅速化・簡素化・透明化）は確立されている。
特に、事前教示制度は、透明性・予見可能性の向上に役立ち、輸出促進に有効。

４）EPA利用に当たっては、関税分類（HS）の調査と特定が重要。
税関当局に知見・経験があります。

函館税関は、輸出をご支援する機関・企業の皆様の取組みを補完して、
生産者・輸出者の皆様をご支援し、北海道の輸出を促進することに貢献いたします。
ぜひともお問い合わせください。

本日のまとめ

税関のEPA利用再考・輸出促進支援

30



ご清聴、ありがとうございました
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